
パブリックコメント意見募集結果（報告） 
 

案 件 新しい名張市総合計画基本構想（素案） 

募集期間 平成 15 年 9 月 8 日(月）～平成 15 年 10 月 20 日(月） 

意見の件数 
（意見提出者数） ３９ 件（ ８ 人） 

修正 素案を修正するもの ５件 

既記載 既に素案に盛り込んでいるもの ７件 

参考 素案に盛り込めないが、今後の参考とするもの 1７件 
意見の取扱い 

その他 素案に反映できないが、意見として伺ったもの 10 件 

担当者氏名、連絡先     （ ℡ 0595―63―7394／内線 262,263 ） 

 
 
 

市民等の意見の概要 件数 
意見に対する名張市の考え方 

修正…素案のどこを修正したかわかるように 
参考…修正しなかった理由 

序論 第１節 策定にあたって 

（１）計画改定の趣旨 

「将来人口予測について大きな修正

をする…」として、新しい総合計画では

「目標人口」ではなく、「将来人口予測

と人口構成予測」を説明して、具体的な

「基本計画」の施策にどのように反映す

るかを明らかにする必要がある。 1 件 

＜その他＞ 

現行計画では、平成 22 年度まで人口増

加が続くものと予測していましたが、現実

には平成 12 年度をピークに人口は減少に

転じています。人口は、幅広い施策分野に

大きな影響を与える基礎的要件であり、こ

こでは現状を踏まえ、総合計画の見直しを

行う必要があることを説明しています。 
総合計画は市の最も基本となる計画で

あり、人口見通しはその基礎的要件となる

ことから、広範な分野の計画や施策に影響

が及ぶものであり、個別具体的にどのよう

な施策に反映するかを逐一記述すること

は困難です。 
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市民等の意見の概要 件数 
意見に対する名張市の考え方 

修正…素案のどこを修正したかわかるように 
参考…修正しなかった理由 

序論 第１節 策定にあたって 

（１）計画改定の趣旨 

新しい総合計画に基づく「基本計画」

（前期計画）→「実施計画」の展開では、

行財政改革の進捗度に基づいて「財源確

保の見通し」を明らかにして、市政運営

のマニュフェストとして施策の実現を

約束することが必要である。 

1 件 

＜参考＞ 

ご指摘のとおり「基本計画」では、全体

の財政フレームと計画期間中の数値目標

を掲げるなど、具体的な取り組みとその成

果を市民の皆さんに明らかにすることに

しています。また、行政評価によりその結

果についても、お示しすることにしていま

す。 
（１）計画改定の趣旨 

「民間の経営手法…行政マネジメン

トシステム導入の必要性…」とあるが、

これらは具体的な個々の「基本計画」の

施策遂行に際して導入されるべき手法

であり、「行政の執行能力に関わる課題」

でもあることから、「総合計画基本構想」

を見直しする理由づけにはならない。 
1 件 

＜修正＞ 

ここでは、社会変化に的確に対応するた

め、計画の見直しが必要であることを記述

しています。まちづくりを進めるための新

しい協働の仕組みづくり、効果・効率的な

経営管理の必要性などは、社会変化への対

応の必要性を説明するための例示として

掲げたものですが、わかりやすくするため

表現を修正します。 
尚、右肩下がりの時代に対応するために

は、都市経営の充実、強化が不可欠であり、

計画の大きな柱として、政策大綱に位置づ

けています。 
（２）計画の性格 

新しい「まちづくりの基本理念」を掲

げた「総合計画」は、市政運営の最上位

のものとして位置づけし、名張市の最も

基本となる計画として、名張市の将来像

の実現に向けて実行計画を執行してい

く…という「行政の強い決意」を表明す

ることが必要である。 
したがって、「･･･役割を果たすことが

期待される。」というような曖昧な表現

は不適当である。 

1 件 

＜その他＞ 

計画の性格では、名張市の最も基本的な

「行政運営の指針」として位置づけること

は素案に既述しています。 
「期待される」という表現は、行政だけ

でなく市民や企業等“多様な主体のまちづ

くりの指針”としての役割に言及したもの

であり、この計画が市民等の活動を、拘束

するものではないことから、このように表

現しています。 
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市民等の意見の概要 件数 
意見に対する名張市の考え方 

修正…素案のどこを修正したかわかるように 
参考…修正しなかった理由 

序論 第２節 社会潮流と名張の可能性

１．社会潮流 

1980 年代の世界的な変化をよく認識

した上で、1990 年代以降①欧米で製造

業が衰退し、知的な価値を創造する産業

が企業利益の主な源泉となった。②社会

主義国家の崩壊 ③日本の没落 といっ

た大きな変化に発展したことを踏まえ

て、もう一度時代の原点に立ち戻りその

流れを検証してみる必要がある。 

1 件 

＜既記載＞ 

序論 第２節“１．社会潮流”において、

ご指摘の趣旨を記述しています。 
量的拡大から質的向上へ、ものの豊かさ

から心の豊かさへ、ピラミッド型からネッ

トワーク型へ、画一から多様性へと向か

う、ポスト産業社会の大きな時代潮流を踏

まえつつ、持続可能なまちづくりに取り組

むことが重要であると考えています。 

序論 第２節 社会潮流と名張の可能性

２．名張の可能性（地域ポテンシャル）

産業を軽視している。 
自然・住宅・文化・福祉が前面に出て

いるが、地方の自立は税収での自立であ

り、ものづくりは人の社会でもっとも基

本にあるもので、名張しかできない様な

産業である醸造業を育てはどうか。 
また、他地域への職員の留学を勧める。 
 
 

 

 

 

1 件 

＜参考＞ 

今後の名張市のまちづくりの方向を考

えるという大きな視点にたてば、地理的環

境や交通条件などから、従来型の産業の大

きな発展を期待することは困難であり、ま

た、行政主導の産業政策が機能する時代で

はないと考えています。環境・福祉・文化・

教育など、暮らしの質を高める取り組みの

中から、新しい産業の展開も可能であると

考えています。 
尚、ご提案いただいた酒造業等の醸造業

は、まさに地域に根ざした産業であり、そ

の振興を図ることは重要な課題であると

認識しています。 
基本構想の体系について 

「まちづくりの理念」→「将来都市

像」→「まちづくりの基本方向」→「基

本計画」→「実施計画」の流れが、一般

の市民にもよくわかる、スッキリした体

系の構成にして、補足説明をする形式に

する必要がある。 

1 件 

＜その他＞ 

厳しい社会経済環境の中、あれかこれか

の選択が求められており、これまで以上に

重点的、効果的な施策展開が重要になって

います。 
こうしたことから、新しい総合計画では

まちづくりの戦略を重視して、このような

計画の構成としています。 
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市民等の意見の概要 件数 
意見に対する名張市の考え方 

修正…素案のどこを修正したかわかるように 
参考…修正しなかった理由 

第１章 まちづくりの基本理念 

素案では「福祉」を「市民の幸せの追

求」としている。もう少し、具体的に見

える形で、福祉と言う言葉を考えた方が

分かり易い。私は、究極的な福祉とは、

「完全雇用が達成された状態を言う」、

と思っている。 
高齢者を弱者と見るのではなく、経験

豊富な働き手と見るべきである。 
消極的な福祉を考えるのではなく、積

極的な福祉を考えるべきである。 

1 件 

＜参考＞ 

「完全雇用が達成された状態」は、幸せ

な社会のためのひとつの要因であるとい

え、まちづくりの基本理念ではなく具体の

施策の部分で取り組み方針等を明らかに

したいと考えます。 
また、ご指摘のとおり、この計画では高

齢者をまちづくり等で大きな役割を果た

す担い手として捉えています。同時に、高

齢者がさまざまな分野で元気に活躍する

ことなど、自立を基本に社会福祉のあり方

を考えています。 
第１章 まちづくりの基本理念 

「人間尊重」の精神は障害者、女性、

子供など全ての市民に共通するあらゆ

る施策の根底にあるべきで、今何故「人

間尊重」（人権尊重）を前面に押し出す

必然性があるのか定かではない。共助・

共生、共創を包含するテーマを象徴する

キャッチワードが必要である。 
 
 

1 件 

＜その他＞ 

まちづくりの基本理念は、まちづくりの

基本に据える考え方（基本精神・概念）を

明らかにしています。 
ここに掲げる「人権尊重」とは、すべて

の市民に共通する課題であり、まちづくり

の普遍的なテーマであるともいえます。大

きな時代変化の波が押し寄せる現在、改め

てまちづくりの原点である「人間尊重」を

理念に掲げる必要があると考えます。 

第１章 まちづくりの基本理念 
「福祉の理想郷づくり」は「福祉の分

野」を表現するものであり、最上位に位

置する「将来都市像の実現を目指す“キ

ャッチワード”」としては妥当ではない。

まちづくりの基本とする「人（共助）、

自然（共生）、文化（共創）」を「将来都

市づくりのキーワード」として、「豊か

な自然と文化に包まれ、誰もが生き生き

と輝いて、幸せに暮らせるまちづくり」

を「まちづくりの理念」の“キャッチワ

ード”とする方が妥当である。 

1 件 

＜その他＞ 

まちづくりの基本理念で掲げる「福祉」

は、計画中に明記しているとおり広義の福

祉、すなわち「幸せ」を意味しています。

尚、このまちづくりの基本理念をもと

に、名張の地域特性やまちづくりの課題を

踏まえて名張の将来像を明らかにしてい

ます。将来像を簡潔に表現する“キャッチ

ワード”は、「豊かな自然と文化に包まれ、

誰もが生き生きと輝いて、幸せに暮らせる

まち」としています。 
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市民等の意見の概要 件数 
意見に対する名張市の考え方 

修正…素案のどこを修正したかわかるように 
参考…修正しなかった理由 

第３章 土地利用構想 
10 余年もの間一貫した「土地利用」

を踏襲するとして、今一度、過去の土地

利用施策の全てについて、土地利用の現

況や特性、まちの形成過程や今後の動向

などを見極めて、検証・評価を行い、市

民に将来像が具体的に見える「基本計

画」の施策を策定する必要がある。 

1 件 

＜参考＞ 

土地利用構想は、長期的な視点から空間

的にみた名張の将来像を明らかにするも

のです。 
具体的な土地利用については、都市計画

や農業振興地域整備計画等により運用さ

れており、それぞれ定期的に現況を調査

し、必要に応じて見直しが行われていま

す。 
第３章 土地利用構想 

１．将来都市構造 

中環と外環の二つの環状道路の構想に

ついて、外環の国道１６５号から南半分

の部分を、緊急に先行投資して、優先し

て道路整備すべきである。 

将来的には、北半分を後で造り、環状道

路を形成させればよい。 

また、並行して道路幅的に可能ならば現

道１６５号の市街地部分の４車線化や

交差点改良を行うべきである。 

1 件 

＜参考＞ 

「将来都市構造」や「土地利用構想」を踏

まえて、交通量の予測などに基づき、幹線

道路網の整備を計画的に進めていくこと

にしています。 

県、市の厳しい財政環境から、環状道路

の整備に直ちに着手できる状況にはあり

ませんが、円滑な交通を確保するため、当

面の対策として交差点改良や効果的な信

号等の交通制御システム、交通分散などに

関係機関と連携して取り組みます。 

第４章 まちづくりの戦略 

一般市民は「大学誘致と存在の意義」

を、大学有識者の頭脳や研究成果を最大

限に活かして市の福祉行政に反映して、

名張市が他市に類をみない「福祉政策実

践のモデル都市」になることを求めてい

る。 

1 件 

＜既記載＞ 

第４章第２節“１．市民活動推進プラン”

あるいは、“６．能力をいかす、スローラ

イフプラン”において、ご指摘の趣旨を記

述しています。 

また、現在皇學館大学と共同して地域福

祉計画の研究・策定に着手しており、今後

も連携を強化しつつ、福祉施策を推進する

方針です。 

 

 5



 

市民等の意見の概要 件数 
意見に対する名張市の考え方 

修正…素案のどこを修正したかわかるように 
参考…修正しなかった理由 

第４章 まちづくりの戦略 

エコビジネス・環境ビジネスを考えて

みてはどうか。地域密着型の産業であ

り、幅広い業種に関連することから多く

の企業の参入が可能である。 
 具体例としては、リサイクルショップ

を設置してはどうか。壊れたものは、経

験豊富な高齢者・退職者の技術を生かし

て再生・修理をすることができる。 
「水」に関する具体例としては、活性

炭などで名張川の水質を浄化して、ビオ

トープなどをつくる。 
「土」に関する具体例としては、遊休

農地を名張市で借り上げて、野菜その他

をつくり、名張市の消費者に販売する地

産地消を推進する。 
農園を個人に貸し付けるのではなく、

ＮＰＯ団体、ボランティア団体などに貸

し付けるようにする。 

1 件 

＜修正＞ 

リーディングプランは、名張の地域特性

を踏まえながら質の高い「暮らしのまち」

を創造する視点から計画したものですが、

ご提案のとおり、福祉、環境、教育・文化

などの取り組みは新しい産業の起業や展

開につながると考えています。 
環境をはじめとする新しい分野の産業

振興については、提案の趣旨を踏まえて第

6 章政策の大綱、第 3 節施策の展開方向を

修正します。   
尚、具体的な施策展開に関する提案につ

いては、基本計画や具体の施策推進の参考

といたします。 

第４章 まちづくりの戦略 

第２節 リーディングプラン 

スロータウン・スローライフの考え方を

取り入れ、リーディングプランが構想さ

れているが、これまでの「ゆとり宣言都

市」「快適環境宣言都市」がされ、どの

ような施策が策定され、どこまで達成さ

れているか、評価し、更に実践的な計画

として計画に反映する必要がある。 

1 件 

＜参考＞ 

まちづくりの戦略は、過去の取り組みの

延長から検討するのではなく、名張市の特

性や時代変化を踏まえつつ、将来像を実現

するために特に重視すべき取り組みを白

紙から構想したものです。 

尚、ご指摘の宣言はまちづくりの大きな

方針や方向を明らかにしたものであり、多

様な主体の広範な分野にわたる取り組み

に関連することから、一定の基準やモノサ

シで単純に評価することは困難であると

考えます。 
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市民等の意見の概要 件数 
意見に対する名張市の考え方 

修正…素案のどこを修正したかわかるように 
参考…修正しなかった理由 

第４章 まちづくりの戦略 

第２節 リーディングプラン 

 ３．水と緑のガーデンシティプラン”

「人を引きつける美しい街づくり」を

推進するために、 

・名張川上流から紅葉とシロップ生産

の名所「メープル街道」をつくる。

・森林に昆虫や鳥や動物たちとの共生

による循環型社会を再認識し、四季

折 （々落葉樹）の山の景観・森林浴・

山菜採り等を通じて、清流の自然環

境「癒しの森」構想を進める。 
・清流を大阪湾へ贈る「流域の心をひと

つにする」自然環境共生運動を広げ

る。 

・やすらぎ、ほっとする暮らしの「夢を

咲かせる自然楽園都市」を目指す。 

1 件 
 

＜既記載＞ 

自然環境を生かして美しいまちを創造

すべきであるとのご意見の趣旨は水と緑

のガーデンシティプランにおいて記述し

ています。 

具体的なご提案は、基本計画・実施計画

の策定や今後の施策展開の参考とします。 
 

第４章 まちづくりの戦略 

第２節 リーディングプラン 

４．農のある暮らし、スロータウンプラン 

・自然に親しむ集合農業、共同森林作業

に参加できるガーデニング（庭）とフ

ァーム（農園）による田舎暮らしを楽

しむ。 
・地場産（朝市）市場の支援で、楽しい

ショッピング生活のできる街にする。 
・風土に根ざした安全な田舎料理「家庭

の食事」を継承し、市内のレストラン

にも広げて、「友あり、遠方より来る、

また楽しからず哉」食の出会いの幸福

感を共有する。 

・「食」と「農」と「芸（技）」が、生活

機能と生活力に活きている暮らしの

支援を行う。 

1 件 
 

＜既記載＞ 

“農のある暮らし、スロータウンプラ

ン” 及び“能力をいかす、スローライフ

プラン”において、ご指摘の趣旨を記述し

ています。 

具体的なご提案は、基本計画・実施計画の

策定や今後の施策展開の参考とします。 
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市民等の意見の概要 件数 
意見に対する名張市の考え方 

修正…素案のどこを修正したかわかるように 
参考…修正しなかった理由 

４．農のある暮らし、スロータウンプラン 

農業を生かして、地産・地消をめざす

ためにも、「道の駅」を建設してはどう

か。 

観光の葡萄狩り・イチゴ狩りのお客さ

んを案内することもできると思われる。

名張市・商工会議所・JA 等が協力し

て出資金もすれば、何とかなるのではな

いか。 

1 件 

＜参考＞ 

第４章第２節“４．農のある暮らし、ス

ロータウンプラン”及び第６章第３節“２．

美しい自然に包まれた、憩いと潤いのある

暮らし”の趣旨に基づく、具体的なご提案

として、基本計画・実施計画の策定や今後

の施策展開の参考とします。 

７．まちの顔づくりプラン 

「人を引きつける美しい街づくり」を推

進するため 

既成市街地の下水道工事の際、電気・

電話線を埋設させて、歩行者天国の宿場

町に復活させる。 

1 件 

＜参考＞ 

“まちの顔づくりプラン”に基づく、具

体的な施策のご提案として、基本計画・実

施計画の策定や今後の施策展開の参考と

します。 

第４章 まちづくりの戦略 

第２節 リーディングプラン または 

第６章 施策の大綱 

第３節 施策の展開方向 

へ次のとおり提案する。

「新エネルギー推進プラン」 

１．新しいまちづくりに、新エネルギー

導入を積極的に検討し、新エネルギー

供給システムを確立する。 

２．新エネルギー関連の研究開発、実証

試験、機器導入、事業実施により地域

関係者の活性化、及び地域外からの参

加による地域経済活性化を図る。 

1 件 

＜修正＞ 

第６章第３節の“２．美しい自然に包ま

れた、憩いと潤いのある暮らし”の“（１）

良好な地域環境づくり”の文中を「…市民、

事業者、行政が一体となって省資源、省エ

ネルギーに取組み、新エネルギーの導入な

ど、環境負荷の少ない生活様式を広める

…」と修正します。 
また、基本計画の中で、そのひとつの展

開として、新エネルギーの導入についての

提案を反映します。 
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市民等の意見の概要 件数 
意見に対する名張市の考え方 

修正…素案のどこを修正したかわかるように 
参考…修正しなかった理由 

第６章 施策の大綱 

第３節 施策の展開方向 

１．互いに認めあい支えあう、健康で安

心できる暮らし 

「…自由に社会参加でき…」とあり、自

由を連呼しすぎるきらいがある。 

1 件 
 

＜その他＞ 

誰もが自由に社会参加できる社会の創造

は、大変重要なことであると考えます。 

 

 

 
１．互いに認めあい支えあう、健康で安

心できる暮らし 

健康保健の推進で、医者に頼らない元気

な都市宣言をする。 

1 件 

＜既記載＞ 

健康は重要な課題であり、ご指摘の趣旨

を記述しています。 

都市宣言については、今後の検討課題と

します。 

１．互いに認めあい支えあう、健康で安

心できる暮らし 

幼児・学童保育を充実させ、児童楽園

教育として寺子屋研習塾を支援する。 
1 件 

＜参考＞ 

“互いに認めあい支えあう、健康で安心

できる暮らし”の趣旨に基づく、具体的な

ご提案として、基本計画・実施計画の策定

や今後の施策展開の参考とします。 
２．美しい自然に包まれた、憩いと潤い

のある暮らし 

基本構想では、市民意識調査結果

（「“農作物づくりをしたい・できればし

たい”人は 6割以上である」）を踏まえ

て、「新しい名張農業の展開」等を計画

しているが、深刻な状況にある農業と趣

味や楽しみで農作物づくりしたいとい

う回答を同列に扱って、検討することは

適当でない。 

市民意識調査の回答者数 879 人の中、

「農業」の人は 20 名（2.3%）であるの

に、問 20 では「農家」が 12.6%で、換

算すると 110 人となる。 

1 件 

＜その他＞ 

ご指摘のとおり市民意識調査の結果を

参考とし、又は、計画に反映していますが、

名張の地域資源を活用しながら豊かな暮

らしを創造するために、都市部と農村部の

交流を図ることは極めて重要であり、新し

い地域づくりや農業展開の可能性が開か

れるものと考えています。 
なお、職業を農業とした回答者が 20 名で

あったのに、“問 20”で農家と回答した方

が 110 名であるというご指摘については、

兼業農家（主にサラリーマン）の方やその

御家族の方が回答された結果と考えてい

ます。 
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市民等の意見の概要 件数 
意見に対する名張市の考え方 

修正…素案のどこを修正したかわかるように 
参考…修正しなかった理由 

３．人が行き交い活力あふれる、便利で

快適な暮らし 

関西圏への通勤・通学に交通の便利な

住宅の街つくりを行う。 
1 件 

＜既記載＞ 

 “人が行き交い活力あふれる、便利で快

適な暮らし”において、「名阪国道へのア

クセスの検討」や「鉄道交通の利便性向上」

について記述しています。 
４．豊かな人間性と文化を育む、ゆとりに満

ちた暮らし 

「自ら学び自ら考える教育内容の充実や、

ゆとりある教育環境の整備…」とあるが、こ

れを進めた結果、今日の惨憺たる状況があ

る。むしろ厳しいと思われるほどの押し付け

の教育を受けた方が良い時期もある。そうい

う時期を通り過ぎてこと、自ら考える人間性

を育み、豊かな人間性が育まれる。自由とゆ

とりが合体して、自由で言いたい放題、やり

たい放題、ゆとりは怠けにつながり、昨今の

学校崩壊・家庭崩壊に結びついたのではない

か。自由とゆとりは削除すべきである。 

1 件 

＜その他＞ 

教育に関する方針には、様々な考え方が

ありますが、現在の国の義務教育の方針等

を踏まえて、子どもたちの個性を尊重しな

がら、豊かな人間性と生きる力を育む教育

を基本としてまいりたいと考えます。 
ご指摘の「ゆとり」は、教育内容ではな

く、環境面における表現であり、また、「自

由」という表現は使用しておりません。 

４．豊かな人間性と文化を育む、ゆとり

に満ちた暮らし 
「誰もが、自由に学び…」とあるが、

学ぶことに自由・不自由があってはなら

ないので、削除すべきである。 
1 件 

＜修正＞ 

第６章第３節の“４．豊かな人間性と文

化を育む、ゆとりに満ちた暮らし”の文中

を「誰もが、時間や場所を問わず、楽しく

学び、…」に修正します。 

第４節 横断的に取り組む政策分野 

「透明で開かれた市政」「市民志向、

成果志向」「効率的で健全な市政運営」

が機能し、行政が所管する施策の推進・

達成について「結果責任」を負う「市政

運営」が必要であり、横断的取り組みで

あってもそれぞれの施策の「実施計画」

の推進と執行の責任体制を明確にする

必要がある。 

1 件 

＜修正＞ 

ご指摘のとおり、横断的取り組みについ

ても、それぞれの施策の推進と執行の責任

体制を明確にする必要があると考えてい

ます。ご意見の趣旨を踏まえ、体制の整備

について表現するよう修正します。 
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市民等の意見の概要 件数 
意見に対する名張市の考え方 

修正…素案のどこを修正したかわかるように 
参考…修正しなかった理由 

基本構想全体について 

グローバル化が進展しているが、この

動きの基本には自由と自助の精神があ

り、それを妨げる行政の規制等をなくす

ことが求められている。ひるがえって、

名張市を見れば、グローバリズムに逆行

するムラ意識が色濃く残されており、

「区」という名称で行政に取り入れられ

ている。職場においてもこうしたムラ意

識は残されている。今後、グローバル化

の進展に伴い、民族と文化の多様性を求

める動きと対立を生んでいくと考えら

れる。国内でもであり、その最大の勢力

であるムラ意識について、総合計画に触

れられていないのは残念であり、よく検

討しておくべきである。 
 

1 件 

＜参考＞ 

グローバル化の進展は、同時に地域の独

自性や個性を重視しようとする動きをも

たらすものと考えられます。ご指摘のよう

に、自由と自助を基本にした人々や地域間

の重層的な連携を図るうえでも、補完性の

原則が注目されているように、身近な人々

や地域の連携が基本になるといえます。 
住民が主体となって地域の実情に応じ

てまちづくりを進めるためには、自治会等

にこれまで以上に大きな役割を担ってい

ただくことが求められていると考えます。

しかしながら、ご意見のとおり、閉鎖的な

地域づくりではなく、多様な地域とのネッ

トワークを形成するなど開かれた地域づ

くりを目指す必要があり、地域づくり戦略

等でそうした趣旨の記述をしています。同

時に、多様な市民が協働してまちづくりを

進めるためには、「区（＝コミュニティや

地縁）」だけでなく、NPO などに代表され

る個人の選択による組織（「知縁」）の役割

もこれまで以上に重要になるものと考え

ます。 
基本構想全体について 

人の社会のような複雑系は、物理法則

のように将来を予測することができな

いので、計画の遂行をチェックし評価す

る機能が必要である。 
 

１件 
 

＜既記載＞ 

行政評価制度による結果を検証したう

えで、計画の見直しを含めて社会環境の変

化に柔軟に対応していくことが必要であ

ると考えており、このことは第６章第１節

“都市経営の視点”に記述しています。 
基本構想全体について 

基本構想が単なる掛け声にならぬよ

う、また、出来もしない計画の発案によ

り組織のモラル低下を招くことがない

よう、的確な基本構想を策定する必要が

ある。 

1 件 

＜参考＞ 

 ご意見のとおり実現性を重視して、計画

の策定に努めます。 
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市民等の意見の概要 件数 
意見に対する名張市の考え方 

修正…素案のどこを修正したかわかるように 
参考…修正しなかった理由 

基本構想全般について 

名張に生まれ、名張で育った者たち

が、都会から帰郷したくなる環境づくり

を行う。 
1 件 

＜参考＞ 

ご意見は名張市にとって、大変重要な課

題であり、新しい総合計画では、「暮らし

のまち」としての魅力を高めることによ

り、定住環境を整備する方針のもとに、さ

まざまな施策を推進する方針を掲げてい

ます。 

その他 

青蓮寺地区に緑の散歩道があります。

その歩道に車の待避所が何箇所かあり

ますが、地区予算で簡単なベンチを設置

してはどうか。 

1 件 

＜その他＞ 

第４章第２節“２．地域づくり推進プラ

ン”の趣旨に基づく、具体的なご提案です

が、青蓮寺区の属する百合が丘地区まちづ

くり協議会において、検討をいただくのが

適切と考えますので、ご提案の趣旨をお伝

えします。 

その他／審議会について 

「基本構想」の審議と「基本計画」の施

策立案は同時に進めるのは仕方ないが、

基本計画の施策が基本構想とどのよう

に関連、整合しているか、また、実施計

画が妥当かどうかも含めた審議をする

必要がある。 

1 件 
 

＜参考＞ 

総合計画審議会には、基本構想策定につい

て諮問していますが、参考として基本計画

の素案をお示しし、ご検討をいただくこと

にしています。 

 今後、総合計画の進行管理については、

行政評価制度や各部門の計画等と連携し、

市民参加のもとに適切な対応を行うこと

にしています。 

その他／審議会について 

審議会事務局は、それぞれの“キャッチ

ワード”修正の意味、ねらい等について

詳しく説明され、一般市民には「審議会

議事録」として市 HP でも公表する必要

がある。 

1 件 
1 件 

＜参考＞ 

総合計画審議会で議論をいただいた事項

については、審議会の議事概要としてホー

ムページで公表します。 
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市民等の意見の概要 件数 
意見に対する名張市の考え方 

修正…素案のどこを修正したかわかるように 
参考…修正しなかった理由 

その他／市民意識調査について 
「市民意識調査」結果のまとめ方について 
回答者は、職業別、地区別、居住年数

別、年代別などの集計がされているが、

結果の分析検討には生かされていない。

次回の意識調査の際は、世帯主別も含め

て、差異分析が可能となる最低母数や、

設問の設定も検討する必要がある。 

1 件 

＜参考＞ 

今回の市民意識調査では、統計上の問題か

ら報告書で公表していませんが、地区別・

年代別・男女別の集計、分析を行い参考と

しています。 
次回調査については、ご意見を参考に検討

します。 

その他／市民意識調査の回答率 

単純に有権者数を比率換算すると、有権

者数65,800人中無回答者は36,800人も

いることなる。この結果は何を表してい

るのか、異なった視点で謙虚に捉え、今

後の市政運営や行政サービスの「市民満

足度」を考える必要がある。 

1 件 

＜参考＞ 

前回の市民意識調は、職員が直接配布・回

収を行う方法により調査を実施したこと

から、高い有効回収率（95.7%）でしたが、

今回の市民意識調査では、時間的・予算的

な制約から郵送による配布・回収による調

査を実施したことから、回収率は 44.1%に

留まりました。 

尚、サンプル数は統計的に問題がないと

考えています。 

その他／基本計画など 

市民にとっての最大の関心事は、「基

本構想」と連動した具体的、実践的な施

策（数値目標・必要な予算・財源確保な

ど）を「基本計画」、「実施計画」（目標

期限）として、平成 16 年～前期計画が

スピード感を持って市民に提示される

ことである。 

1 件 

＜参考＞ 

「基本計画」、「実施計画」は、遅滞なく市

民に公表します。 

その他／現行計画の評価 

 現行の「新世紀創造プラン」の施策

168 項目の各々についても、行政評価を

行い市民への「説明責任」と施策執行の

「結果責任」の伴う“持続可能な市政運

営”を行う必要がある。 

1 件 

＜その他＞ 

行政評価は、市政一新の取り組みとし

て、本年度試行し、平成 16 年度に本格実

施する予定です。 

尚、新しい総合計画については、行政評価

と連動し、的確な進行管理を図ることにし

ています。 

 


